
国直轄事業負担金の抜本的な見直しを求める意見書

国の直轄事業は、法律により事業範囲を定め、国自らが直接行う広域的事業で
あるが、その実施にあたっては、大変厳しい財政状況の中で地方が負担金を支出
している。
特に今回、この国直轄事業負担金に、国道事務所等の庁舎改修費や国家公務員

の人件費、退職手当、一般旅費、さらに上級機関である地方整備局の人件費まで
が含まれていることが明らかになり、地方分権の課題として、そのあり方そのも
のが大きくクローズアップされているところである。
したがって、国におかれては、今後の国直轄事業のあり方について、地方の自

主性・裁量性を拡大し、分権型社会にふさわしい制度へ再構築するよう下記の事
項を強く求めるものである。

記

１ 地方の予算編成等に支障を生じないよう、国は、負担金の基準や内訳明細に
ついて、早期に十分な説明や詳細な情報提供を徹底し、負担金の対象とし得る
経費を明確化すること。

２ 現行制度の抜本的な再構築に向け十分な協議を行い、地方が担うべき事業は、
権限と財源を地方へ一体的に移譲した上で、地方が自らの判断で、自主的、主
体的に事業実施できるようにすること。

３ 国と地方の役割に応じた財政負担へ転換させる観点から、社会資本整備に関
する国と地方の役割分担を明確にするとともに、国直轄事業負担金制度につい
ては、早期に抜本的な見直しを図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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